
残骨灰槽

残骨灰槽の仕様に関する資料① 別添２



残骨灰槽の仕様に関する資料②

※残骨灰槽は、コンクリートの遮断型（廃棄物最終処分場の遮断型と同等の構造を有している。）

返却後の残骨灰を埋蔵予定の残骨灰槽
（未使用）

網掛のエリア
道幅が狭いため、
４ｔ車以下の車
両のみ侵入可能

網掛けのエリア
４ｔ車から１０ｔ車への積替可能
ただし、片側は車両が通行できる

幅員を確保すること。

別添２

回収する残骨灰槽（第３槽）

第３槽内の残骨灰で規定搬出量に満た
ない場合は第２槽から搬出すること。



残骨灰槽の仕様に関する資料③ 別添２



残骨灰槽の仕様に関する資料④ 別添２



残骨灰槽の仕様に関する資料⑤ 別添２



残骨灰槽の仕様に関する資料⑥ 別添２



残骨灰槽の仕様に関する資料⑦ 別添２



里塚斎場内からの残骨灰搬出資料

搬出車両停車場所

搬出車両停車場所



残骨灰の態様に関する資料

残骨灰の態様について
・処理対象は人体残骨灰である。
・基本的に、御遺骨は全て御遺族にお引取りいただいている。
・収骨後、棺の釘等大きな金属類は、職員が磁石を用いて取り除いている。
・その後、形として残っているものについても、可能な範囲で職員が目視で確認の上取り除いており、
袋には含まれていない。
・残骨灰は二重袋の形態で残骨灰槽に保管されている。

※残骨灰槽は、コンクリートの遮断型（廃棄物最終処分場の遮断型と同等の構造を有している。）
※今回の処理は残骨灰のみである。

残骨灰の収集袋
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